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集落ぐるみで有害鳥獣対策を取り組みませんか 
 

 

 イノシシ、アライグマなどの有害鳥獣被害が最近、多く発生しています。特に、アライグマにお

いては昨年より出没が非常に多く、イノシシについても出没情報が多く寄せられています。 

 集落ぐるみで鳥獣被害対策に取り組むため研修会を開催しませんか。 

 県の専門員が集落にお伺いして、被害の現状や対策の講義、実際にアライグマ捕獲おりを用いた

使い方の実習など集落のニーズに合わせて実施します。 

詳しくは、下記の問合せ先までお問い合わせください。 

  

【問合せ先】 

北農業振興センター有害鳥獣担当  電話：078-982-2811 



 

 
 

６月号の再掲です 

出張所で貸し出す箱おりの状況について 

現在、特定外来生物のアライグマ・ヌートリアの出没・被害が昨年より多く発生しています。

それに伴い箱おりの貸し出しが多く、現在、在庫が少ない状況になっています。 

多くの方にいきわたるよう、一世帯１台の貸し出しに御協力いただきますようお願い申しあげ

ます。 

捕獲したときは北農業振興センターへ連絡してください。その際、引き取りができるのはア

ライグマ・ヌートリアに限られます(特徴は下図に記載していますのでよくご確認ください！)。

それ以外の動物(タヌキ、イタチ等)は引き取りできませんので、設置した方で放してください。 

※兵庫県立森林動物センター発行のチラシ「中型動物の見分け方」等より引用 

 

 

 

イノシシ対策に効果的な「電気柵の設置の方法」 
 

設置した周辺を定期的に巡回するなどを行い、支柱、電線、ガイシ等を点検しゆるみのないよう

正しく設置をお願いします。 

 

□管理の基本は電圧チェック（5、000V 以上）し、電気柵の電源や作動モードは適正であること 

□周辺の草刈はしっかりと行う  

□アース線はしっかり埋設する 

□獣種に合わせた高さ・段数で設置していること 

 (イノシシ)  2～３段張り 20 ㎝間隔 (アライグマ) ３段張り 5～10 ㎝間隔 

しっぽが 

シマシマです!! 


